
 

 

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱  

 

 

最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、

次により、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関に

おける水際取締りの充実・強化及び通関手続の特例措置の拡充を

図るための所要の改正を行うこととする。  

 

１．税関における水際取締りの充実・強化  

(1) 偽造印紙・郵便切手等を輸入してはならない貨物に追加す

ることとする。（関税法第６９条の１１関係）  

(2) 保税蔵置場等の許可をしないことができる要件に、申請者

が暴力団員であること等を追加することとする。（関税法第

４３条及び第６２条の８関係）  

 

２．国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充  

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制を整えている製

造者が製造した貨物を輸出しようとする者に対する特例措置

を導入することとする。（関税法第６７条の３及び第６７条の

１３～第６７条の１８関係）  

 

３．個別品目の関税率の改正  

絹紡糸及び絹紡紬糸の関税率を無税とすることとする。（関

税定率法別表及び関税暫定措置法別表第１関係）  

 

４．暫定関税率等の適用期限の延長等  

平成２１年３月３１日に適用期限が到来する暫定関税率並

びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係

る関税の緊急措置について、これらの適用期限を１年延長する

等所要の改正を行うこととする。（関税暫定措置法第２条及び

第７条の３～第７条の６等関係）  

 

５．その他  

その他所要の規定の整備を行うこととする。  

 

６．施行期日  

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成２１年４

月１日から施行することとする。  

 


